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３-１ 基本理念と目指す姿 
 

本計画の基本理念と目指す姿を定めるにあたっては、第２章で行った圏域の特性分析とと

もに、国や県の政策との整合に留意することが必要です。 

まず、国（環境省）では、環境・経済・社会の課題の統合的な解決というＳＤＧｓの考え方

を踏まえ、自然景観等の地域の資源や特性を最大限活用しながら自立・分散型の社会を形成

し、圏域全体で補完し合うことにより、地域の活力が最大限に発揮されることを目指す「地

域循環共生圏」を提唱しています。 

 

 図表３-１ 地域循環共生圏（日本発の脱炭素化・ＳＤＧｓ構想） 

 

 

 

また、熊本県では、より豊かな環境を保全・創造するため、平成２８年度から令和２年度

までを計画期間として「第五次熊本県環境基本計画」を策定しています。その中では、温室

効果ガスの排出量削減のため、県民一人ひとりが自主的かつ積極的に行動すること、また、

県民、事業者、環境団体、行政等が連携し一体となって取り組むことを掲げています。 

さらに、熊本県では、２０１９年（令和元年）１２月４日に、地球温暖化によるリスクを

低減し、持続可能な未来を実現していくため、将来の目指すべき姿として「２０５０年熊本

県内の CO₂排出実質ゼロ」を宣言し、第六次計画の策定を進めています。  

（出典）環境省「地域循環共生圏」 
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〈計画の基本理念と都市圏の目指す姿〉 

本計画では、国や県の政策方針との整合を図るとともに、都市圏の住民、事業者、行政が

一体となって地球温暖化対策を推進するため、基本理念と目指す姿を以下のとおり定めます。 

 

【基本理念】 

 

 

 

 

〈基本理念の考え方〉 

熊本連携中枢都市圏にある恵まれた自然環境を守り、未来へと引き継ぎながら、これ

らの自然から得られるエネルギーを圏域内で十分に活用し循環させることで、脱炭素化

と持続可能で豊かな都市圏を実現する。 

 

【目指す姿】 

本計画では基本理念を基に、次の５つの目指す姿を掲げて取り組みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

水、森、大地とともに生きる、持続可能なくまもと脱炭素循環共生圏の実現 
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3-２ 圏域内エネルギー政策の方向性 

本計画が掲げる目標の達成に向けては、圏域内におけるエネルギー政策の方向性を定める

ことが重要です。 

本圏域は、太陽エネルギーや風力、水力、地中熱、バイオマスエネルギーなどのさまざま

な再生可能エネルギーの導入可能性量を有していますが、各市町村の再生可能エネルギーの

導入可能性量と温室効果ガス排出量を見ると、①地産地消地域、②再エネ供給地域、③再エ

ネ需要地域の３つに分類ができます。 

そこで、①エネルギーを地産地消できる地域では自給、②再エネ供給地域では余剰エネル

ギーを需要の大きい他地域へ融通、③融通を受ける地域では省エネ・創エネ・蓄エネに最大

限努めつつ不足分のエネルギーの融通を受けるという、圏域内でのエネルギー循環の仕組み

を構築し、災害時も含めた安定したエネルギーの確保を目指します。 
 

 
〈具体的地域の役割例〉 

① 地産地消地域 

・一人当たりの再生可能エネルギー導入可能性量も温室効果ガス排出量も比較的少な

い自治体 

・９自治体（熊本市、宇城市、合志市、美里町、玉東町、南阿蘇村、御船町、益城町、

甲佐町） 

・太陽光発電等で再生可能エネルギーを地産地消することを目指す 

② 再エネ供給地域 

・一人当たりの再生可能エネルギーの導入可能性量が多い自治体 

・４自治体（阿蘇市、高森町、西原村、山都町） 

・風力、水力、バイオマス発電等の再生可能エネルギーの余剰を圏域内に供給する機

能を提供 

③ 再エネ需要地域 

・一人当たりの温室効果ガス排出量が比較的多く、再生可能エネルギー導入可能性量

が少ない自治体 

・５自治体（菊池市、宇土市、大津町、菊陽町、嘉島町） 

・必要に応じて再エネ供給地域から再生可能エネルギーの融通を受け、温室効果ガス

排出量の削減を目指す。 
 

 
圏域内では、市町村のそれぞれの特性から上記のような方向性が考えられますが、エネ

ルギーの環境は社会情勢や事業環境に応じて常に変化することから、この変化に即してエ

ネルギー政策を柔軟に調整しながら事業を推進していくことが求められます。 
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₂

₂

※ 各市町村の温室効果ガス排出量及び人口は、２０１６年度の結果を基に算定 

 
 
 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
〇「地産地消地域」では、更なる地産地消による脱炭素を推進 
〇「再エネ供給地域」から「再エネ需要地域」へエネルギーを供給 

 

 

図表３-２ 再生可能エネルギー導入可能性量と温室効果ガス排出量から見た地域類型 

図表３-３ 熊本連携中枢都市圏における再生可能エネルギーの将来像 
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3-３ 温室効果ガス削減目標 

（１）圏域の温室効果ガス削減目標 

本圏域としての削減目標は、国、県等の政策方針、施策・事業等も考慮した上で、２０１３

年度（平成２５年度）を基準年度として、本計画の期間（５年間）の終了までを短期（２０２

５年度）、その後中期（２０３０年度）、長期(２０５０年度)とし、各期間において、温室効果

ガス排出量削減目標を下記のとおり設定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本圏域において、基準年度である２０１３年度の温室効果ガス排出量は９，９７０千トン

－CO２ですが、２０３０年度の中期目標において４０％以上削減し、排出量を５，９８２千ト

ン－CO２以下とします。 

また、この中期目標を確実に達成するため、２０２１年から２０３０年の中間にあたり、

本計画の最終年度である２０２５年度の短期目標として基準年度比３３％以上削減し、排出

量を６，６５２千トン－CO２以下とします。 

本計画では、この短期目標、中期目標を着実に達成し、２０５０年度の長期目標時点での

「温室効果ガス排出実質ゼロ」の達成を目指します。温室効果ガスの排出量を４２８千トン

－CO２以下とすることで、同年度の圏域内森林吸収量の想定４２８千トン－CO２と均衡させる

ことで「実質ゼロ」が達成となります。 

図表３－４のロードマップで示すように、これらの削減目標の達成に向けては、本計画を

着実に実行するとともに、新制度や新技術、新エネルギーシステムなど国内外の最新の政策

や市場の動向を積極的に取り入れながら、５年ごとに計画の改定・見直しを行います。 
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図表３-４ 圏域における温室効果ガス削減ロードマップ 
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（２）圏域における温室効果ガス排出量の将来推計 

地球温暖化対策を進めるにあたっては、温室効果ガスの現状趨勢（ＢＡＵ（Business as 

usual）：仮に今後追加的な対策を行わない場合の将来値）を推計することが、目標設定にお

ける効果的対策を検討するうえで重要です。そこで、圏域における現状趨勢による温室効果

ガス排出量の将来推計（ＢＡＵ推計）を以下の方法により算出します。 
 

 ＢＡＵ推計の方法  

ＢＡＵ推計とは、現状の温暖化対策を前提に、今後追加的な対策を行わない場合の将来の温

室効果ガス排出量を推計したものです。算定は以下の手順で行い、将来推計人口の推移により

補正しています。 

 

Ⅰ 現況推計【２０１３年度から２０１６年度】 

基準年度である２０１３年度から２０１６年度までの温室効果ガス排出量を次の計算式に

より各部門・分野ごとに算定。 

 

＜エネルギー起源 CO２排出量の推計＞ 

 

＜エネルギー起源 CO２以外の温室効果ガス排出量の推計＞ 

 
 

Ⅱ 予測値による現況推計【２０１７年度から２０１９年度】 

２０１７年度以降の算定に用いるデータについては一部未公表であるため、２０１６年度

までの活動量、エネルギー消費原単位、炭素集約度に基づき、各種近似式（直線式、対数

式、指数式、ロジスティック式など）を用いて２０１７年度から２０１９年度までの数値

を算出し、予測値による現況推計として各部門・分野ごとに温室効果ガス排出量を算定。 

 

Ⅲ ＢＡＵ推計【２０２０年度から２０５０年度】 

(ⅰ) ２０１９年度（予測値による現況推計の最新年度）の温室効果ガス排出量と各部門・分

野の活動量（図表３－５）により、活動量あたりの CO２原単位（トン- CO２／活動量）

を算定。 

 

(ⅱ) ２０１９年度までの活動量に基づき、各種近似式を用いて２０２０年度以降の将来の活

動量を推計。 

 

(ⅲ) ⅰ（活動量あたりの CO２原単位）× ⅱ（各年度の将来の推計活動量）により、各部

門・分野ごとに温室効果ガス排出量を算定。 
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図表３-５ 各部門・分野の活動量 

 

 

＜ＢＡＵ推計の結果＞ 

本圏域におけるＢＡＵ推計の結果は、図表３-６のとおりです。基準年度である２０１

３年度の９，９７０千トン－CO２に対し、既に確定している２０１６年度の値は８，１６

２千トン－CO２で、基準年度より１８．１％削減されています。この主な要因は、家庭部

門や業務部門の省エネ、電力の排出係数が下がっていることに由来します。 

その後は、人口減少に伴う活動量の減少などにより、短期目標年度である２０２５年

度で基準年度より２，６８２千トン－CO２（２６．９％）減の７，２８８千トン－CO２、

中期目標年度である２０３０年度で基準年度より２，７８３千トン－CO２（２７．７％）

減の７，１８７千トン－CO２、更に長期目標年度である２０５０年度では、基準年度より

３，５２９千トン－CO２（３４．８％）減の６，４４１千トン－CO２と推計されています。 

このＢＡＵ推計を踏まえた、それぞれの目標年度における実質的な温室効果ガス削減

量の考え方については、次項以下で示します。 

     部門・分野   活動量 

エ 

ネ 

ル 

ギ 

ー 

起 

源 

CO₂ 

産業部門 製造業 製造品出荷額等 

  建設業・鉱業   従業者数 

  農林水産業   従業者数 

業務その他部門     延床面積 

家庭部門     世帯数 

運輸部門 自動車   自動車保有台数 

  鉄道   営業キロ 

  船舶 旅客 船舶乗降人員数 

    貨物 入港船舶総トン数 

エネルギー転換部門   CO₂排出量 

エ 

ネ 

ル 

ギ 

ー 

起 

源 

CO₂ 

以 

外 

燃料 自動車の走行     自動車保有台数 

  耕作 水田   水稲作付面積 

農   肥料使用   作物作付面積 

業   すき込み   農作物収穫量 

  家畜     生産頭羽数 

  農業廃棄物焼却     農作物収穫量 

廃 焼却処分 一般廃棄物   焼却処理量 

棄   産業廃棄物   産業廃棄物焼却量 

物 排水処理 排水   排水処理量 

   生活排水   生活排水処理人数 

代替フロン等 4 ガス   ﾌﾛﾝ等 4 ガス排出量 
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※ ２０１８年度の温室効果ガス排出量が大きく減少しているのは、九州電力の排出係数が当該年度に大きく

改善されているためです（以下の排出係数参照）。上記の現況推計の傾向を踏まえ、最も温室効果ガスが減

少している２０１８年度ではなく、２０１９年度を基準年度としＢＡＵ推計を行っています。 
 

参考 ２０１７年度：０.４３８ｋｇ- CO２／ｋＷｈ、２０１８年度：０.３１９ｋｇ- CO２／ｋＷｈ 
２０１９年度：０.３４４ｋｇ- CO２／ｋＷｈ 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表３-６ 圏域における温室効果ガス排出量の現状趨勢（ＢＡＵ）による将来推計 

図表３-７ 圏域における温室効果ガス排出量の将来推計（ＢＡＵ排出量）の内訳 

(基準)  （予測値） (短期) (中期) (⾧期) 増減率 増減率 増減率

2013 2016 2019 2025 2030 2050 2025 2030 2050

(H25) (H28) （R1） (R7) (R12) (R32) （2013比）（2013比）（2013比）

産業部門 2,155,125 1,714,192 1,572,480 1,638,667 1,635,909 1,516,148 -24.0% -24.1% -29.6%

業務その他部門 2,294,011 1,781,568 1,542,238 1,510,988 1,483,826 1,324,097 -34.1% -35.3% -42.3%

家庭部門 2,364,438 1,610,788 1,144,808 1,150,581 1,142,370 1,040,323 -51.3% -51.7% -56.0%

運輸部門 1,979,089 1,957,331 1,980,705 1,961,536 1,934,062 1,733,478 -0.9% -2.3% -12.4%

ｴﾈﾙｷﾞｰ転換

部門
2,681 1,734 1,956 1,796 1,720 1,497 -33.0% -35.8% -44.2%

ｴﾈﾙｷﾞｰ起源

CO2以外
1,174,458 1,096,203 1,062,144 1,024,624 989,566 825,349 -12.8% -15.7% -29.7%

合計 9,969,802 8,161,816 7,304,331 7,288,192 7,187,453 6,440,892 -26.9% -27.9% -35.4%

基準年度(2013)比 - -18.1% -26.7% -26.9% -27.9% -35.4%

年度
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（３）温室効果ガス削減の短期目標の設定 

 

 

 

 

①  短期目標設定の考え方 

まず、本計画の計画期間の最終年度である２０２５年度を短期の目標年度とします。 

目標値としては、既に各市町村で行われている対策を踏まえたＢＡＵ推計に加え、電力

の排出係数の低減、更には今後の圏域内市町村・国・県において実施される追加的な対策

を積み上げ、基準年度比で３３％以上の削減とします。 

 
②  短期目標に向けた考え方 
 

２０２５年度までの短期目標の達成に向けた温室効果ガス排出量削減の考え方は、図表

３－１０、図表３－１１に示すとおりです。 

まず、ＢＡＵ推計は、基準年度（２０１３年度）から２，６８２千トン－CO２減少の７，

２８８千トン－CO２です。また、主要なエネルギー源である電力の排出係数の低減により６

６千トン－CO２が削減される見込みです。 

これに加え、都市圏内の各市町村・国・県が温室効果ガス抑制に向けた追加的な施策を

着実に実行することで５７０千トン－CO２の削減を見込み、合計で３，３１８千トン－CO２

（基準年度比３３％）以上の削減目標を達成します。 

  なお、追加的な施策により削減される５７０千トン－CO２のうち、本計画で掲げる２０２

５年度までに実施する都市圏内各市町村の施策により削減される量を１２８千トン－CO２、

行政（都市圏内各市町村・国・県）の施策により促進される削減量を、アンケート結果から

４４２千トン－CO２と推計しています。 

 

 

 

 

図表３-８ 都市圏・国・県の施策による２０２５年度の温室効果ガス削減見込量内訳 
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（４）温室効果ガス削減の中期目標の設定 
 

 

 

 

 

①  中期目標設定の考え方 

２０３０年度の中期目標は、２０２５年度の短期目標の着実な達成を前提に、４０％以

上の削減とします。 

４０％以上の削減のためには、温室効果ガス排出量を基準年度から３，９８８千トン－

CO２以上削減し、５，９８２千トン－CO２以下に抑える必要があります。 
 

②  中期目標に向けた考え方 

２０３０年度の中期目標の達成に向けた温室効果ガス排出量削減の考え方は、図表３－

１０、図表３－１１に示すとおりです。 

まず、ＢＡＵ推計は、基準年度（２０１３年度）から２，７８３千トン－CO２減少の７，

１８７千トン－CO２です。また、主要なエネルギー源である電力の排出係数の低減によって

１１０千トン－CO２削減される見込みです。 

これに加え、都市圏内の各市町村・国・県が追加的な施策を着実に実行することで１，

０９５千トン－CO２の削減を見込み、合計で３，９８８千トン－CO２（基準年度比４０％）

以上の削減目標を達成します。 

  なお、この１，０９５千トン－CO２のうち、都市圏内各市町村の施策により削減される量

を１９６千トン－CO２、行政（都市圏内各市町村・国・県）の施策により促進される削減量

を８９９千トン－CO２と推計しています。 

  中期目標の着実な達成は、２０５０年度の排出量実質ゼロの達成に向けて大変重要です。

そのため、２０２６年度以降は、国・県の温暖化対策やエネルギー戦略の動向を踏まえて

本計画の見直しを行い、更なる対策・施策の強化を図っていくことが必要となっています。 

 

 

 

図表３-９ 都市圏・国・県の施策による２０３０年度の温室効果ガス削減見込量内訳 
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 ※「（A）ＢＡＵ推計による排出減」の削減量は基準年度（２０１３年度）との比較である。 

図３－１１ 温室効果ガス中期目標達成に向けた各部門別削減量内訳 

図表３－１０ 圏域の２０３０年度における温室効果ガス削減イメージ 
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（５）温室効果ガス削減の長期目標の設定 

 
 

 

 

①  長期目標設定の考え方 

パリ協定において、今世紀後半に人為起源の温室効果ガスの排出を実質ゼロにすること

などが掲げられ、我が国においても２０２０年１０月に「２０５０年に国内の温室効果ガ

ス排出を実質ゼロとする」ことが宣言されました。 

また、国の宣言に先んじて、熊本県では２０１９年１２月に「２０５０年熊本県内ＣＯ

２排出実質ゼロ」宣言を行い、熊本連携中枢都市圏においても２０２０年１月に「２０５

０年温室効果ガス排出実質ゼロ」を目指すことを表明しています。 

本計画における長期目標は、このような国内外の動きを踏まえて設定しています。 

 

②  長期目標に向けた考え方 

長期目標の達成に向けた温室効果ガス排出量削減の考え方は、図３－１２、図３－１３

で示すとおりです。 

なお、本計画における２０５０年度の目標は、人為起源の温室効果ガスの発生と、それ

を吸収する森林吸収量の均衡によって排出量「実質ゼロ」を目指すものですが、同年度の

圏域における森林吸収量は４２８千トン－CO２と試算されていることから、合計９,５４２

千トン－CO２以上の温室効果ガス排出量の削減が必要となります。 

２０５０年度のＢＡＵ推計の結果は、基準年度（２０１３年度）から３，５２９千トン

－CO２削減の６，４４１千トン－CO２です。また、電力の排出係数の低減により１３０千ト

ン－CO２の削減、更に都市圏各市町村・国・県における施策を２０３０年度以降も継続的に

実施することで２,７０７千トン－CO２削減し、合計６，３６６千トン－CO２の削減が見込ま

れます。 

しかしながら、依然として「実質ゼロ」に向けては３，６０４千トン－CO２の排出量が残

ります。そこで、①本計画に掲げる短期・中期目標達成に向けた取組の強化・拡大、②「脱

炭素循環共生圏」の実現に伴う再生可能エネルギーの圏域内での活用・融通、③国のグリ

ーン成長戦略の推進による次世代技術・新システムの積極導入、④国のエネルギー計画の

見直しによる再生可能エネルギーの主力電源化に向けた取組などにより、森林による吸収

対策と合わせて排出量実質ゼロを目指します。 
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  ※「（A）ＢＡＵ推計による排出減」の削減量は基準年度（２０１３年度）との比較である。 

 図表３－１２ 圏域の２０５０年度における温室効果ガス削減イメージ 

図表３-１３ 温室効果ガス長期目標達成に向けた各部門別削減量内訳 
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【参考】電力の排出係数の低減について 

 

  国の地球温暖化対策計画では、電力業界の低炭素化の取組として、電力の排出係数を２

０１３年度の０．５７０㎏－CO２/kWh から、２０３０年度までに０．３７０㎏－CO２/kWh（３

５．１％減）にすることを掲げています。 

圏域では、九州電力の排出係数を用いて温室効果ガスの排出量を算定していますが、九

州電力の排出係数は、２０１３年度の０．６１３㎏－CO２/kWh から２０１９年度に０．３４

４㎏－CO２/kWh（４３．９％減）となっており、既に３５．１％以上の減となっています。 

今後の排出係数については、国のエネルギー計画や地球温暖化対策計画の見直しの中で

変動するものと考えられますが、本計画における２０５０年度までの排出係数は、現行の

地球温暖化対策計画における緩やかな減少傾向をそのまま延長して２０１３年度比５０．

０％減と想定し、これに伴う圏域の温室効果ガス削減見込量を推計しています。 

  

図表３-１４ 国の地球温暖化対策計画に基づく電力の排出係数（㎏- CO２/kWh） 

年度 ２０１３ ２０１９ ２０２５ ２０３０ ～ ２０５０ 

電力の排出係数 ０.５７０   ０.３７０   

２０１３年度比 ―   ３５.１％減 ⇒ （５０.０％減） 

 
図表３-１５ 九電の排出係数及び国の地球温暖化対策計画を踏まえた排出係数予測（㎏- CO２/kWh） 

年度 ２０１３ ２０１９ ２０２５ ２０３０ ～ ２０５０ 

電力の排出係数 ０.６１３ ０.３４４ ０.３３７ ０.３３１ ～ ０.３０７ 

２０１３年度比 ― ４３.９％減 ４５.１％減 ４６.０％減 ⇒ ５０.０％減 

※２０２５年度以降は予測値 
 

 
  

 


